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毎月ゼロの日（10日・20日・30日）は、テレビやゲームを一休みして家族で読書をするなど、ふれあいの時間として過ごしましょう　問生涯学習課☎70・5658
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付
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４
月
か
ら
消
費
税
率
が
８
％

へ
引
き
上
げ
ら
れ
た
影
響
に
配

慮
し
、
市
民
税
が
非
課
税
の
方

を
対
象
に
臨
時
福
祉
給
付
金

を
、
子
育
て
世
帯
を
対
象
に
子

育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
を

１
回
限
り
で
支
給
し
ま
す
。

　

臨
時
福
祉
給
付
金
は
、
福
祉

総
務
課
で
、
子
育
て
世
帯
臨
時

特
例
給
付
金
は
、
子
育
て
支
援

課
で
準
備
作
業
を
進
め
て
い
ま

す
。
詳
細
は
、
７
月
１
日
号
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

給
付
金
の
概
要

臨
時
福
祉
給
付
金

▼
対
象
者　

26
年
度
市
民
税

（
均
等
割
）が
課
税
さ
れ
な
い
方

〔
た
だ
し
、
市
民
税（
均
等
割
）

課
税
者
の
扶
養
親
族
、
生
活
保

護
受
給
者
な
ど
は
除
く
〕。

▼
支
給
額　

対
象
者
１
人
に
つ

き
１
万
円（
老
齢
基
礎
年
金
、児

童
扶
養
手
当
な
ど
を
受
給
し
て

い
る
方
は
、５
千
円
を
加
算
）。

▼
申
請
先
、
支
給
方
法　

基
準

日（
今
年
１
月
１
日
）に
住
民
登

録
が
あ
る
市
区
町
村
に
申
請

し
、
原
則
、
口
座
振
り
込
み
で

支
給
さ
れ
ま
す
。

　

問
福
祉
総
務
課
臨
時
福
祉
給

付
金
窓
口
☎
70
・
５
６
８
４
。

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

▼
対
象
者　

今
年
１
月
分
の
児

童
手
当
受
給
者
と
今
年
１
月
１

日
に
出
生
し
た
児
童
の
保
護
者

で
２
月
分
の
児
童
手
当
受
給
者

の
う
ち
、
昨
年
の
所
得
が
児
童

手
当
の
所
得
制
限
額
に
満
た
な

い
方
（
た
だ
し
、
臨
時
福
祉
給

付
金
の
対
象
者
、
生
活
保
護
受

給
者
な
ど
は
除
く
）。

▼
支
給
額　

対
象
児
童
１
人
に

つ
き
１
万
円

▼
申
請
先
、
支
給
方
法　

基
準

日（
今
年
１
月
１
日
）に
住
民
登

録
が
あ
る
市
区
町
村
に
申
請

し
、
原
則
、
口
座
振
り
込
み
で

支
給
さ
れ
ま
す
。

　

問
子
育
て
支
援
課
☎
70
・
５

６
６
４
。

臨
時
福
祉
給
付
金
な
ど
を

装
っ
た
振
り
込
め
詐
欺
に
注
意

　

臨
時
福
祉
給
付
金
・
子
育
て

世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
に
関
し

て
、
市
や
厚
生
労
働
省
な
ど
が

電
話
な
ど
に
よ
り
、
次
の
こ
と

を
求
め
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り

ま
せ
ん
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。

・
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
銀
行
・
コ
ン
ビ
ニ

な
ど
の
現
金
自
動
支
払
機
）
の

操
作
（
自
分
の
操
作
で
、
市
や

他
人
か
ら
お
金
を
振
り
込
ん
で

も
ら
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
）

・
給
付
金
支
給
の
た
め
の
手
数

料
の
振
り
込
み
（
手
数
料
は
掛

か
り
ま
せ
ん
）

・
現
時
点
で
、
世
帯
構
成
や
銀

行
口
座
の
番
号
な
ど
の
個
人
情

報
の
照
会

　

臨
時
福
祉
給
付
金
な
ど
の
支

給
を
か
た
っ
た
不
審
な
電
話
が

あ
っ
た
場
合
は
、福
祉
総
務
課
、

子
育
て
支
援
課
か
大
和
警
察
署

（
☎
０
４
６
・
２
６
１
・
０
１

１
０
）に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

各
種
税
の
申
告
・
控
除
な
ど

各
種
税
の
申
告
・
控
除
な
ど

市
県
民
税
控
除
の
追
加
申
告

　

25
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申

告
は
、
公
的
年
金
な
ど
の
収
入

が
４
０
０
万
円
以
下
で
、
他
の

所
得
が
20
万
円
以
下
の
年
金
所

得
者
は
不
要
で
す
。
た
だ
し
、

社
会
保
険
料
・
生
命
保
険
料
・

配
偶
者
・
扶
養
な
ど
の
控
除
を

受
け
る
に
は
、
市
県
民
税
の
申

告
が
必
要
で
す
。

　

こ
の
た
め
、
所
得
税
の
確
定

申
告
と
市
県
民
税
の
申
告
を
し

な
か
っ
た
方
は
、
市
県
民
税
の

税
額
計
算
で
各
種
控
除
が
受
け

ら
れ
ず
、
収
入
が
変
わ
ら
な
い

の
に
例
年
よ
り
市
県
民
税
が
割

高
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

　

申
告
は
①
印
鑑
②
25
年
分
源

泉
徴
収
票
③
支
払
社
会
保
険
料

の
年
間
集
計
額
（
国
民
年
金
保

険
料
が
あ
る
場
合
は
保
険
料
の

証
明
書
）
④
各
種
控
除
証
明
書

⑤
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は

医
療
費
の
領
収
書
と
健
康
保
険

な
ど
か
ら
戻
っ
て
き
た
金
額
の

分
か
る
も
の
、
を
持
参
し
税
務

課
市
民
税
担
当（
☎
70
・
５
６

１
１
）へ
直
接
。

申
告
で
固
定
資
産
税（
家
屋
）が

減
額
で
き
ま
す

　

26
年
中
に
住
宅
耐
震
・
バ
リ

ア
フ
リ
ー
・
省
エ
ネ
改
修
工
事

や
認
定
長
期
優
良
住
宅
を
新
築

し
た
方
は
、
完
了
後
に
必
要
書

類
を
添
付
し
て
申
告
す
る
と
、

27
年
度
の
固
定
資
産
税
が
減
額

で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

▼
減
額
率
▽
住
宅
耐
震
改
修

工
事　

１
年
間
２
分
の
１
▽
バ

リ
ア
フ
リ
ー
・
省
エ
ネ
改
修
工

事　

１
年
間
３
分
の
１
▽
認
定

長
期
優
良
住
宅
の
新
築　

５
年

間
か
７
年
間
２
分
の
１
の
減
額

▼
申
告
期
限
▽
各
改
修
工
事　

完
了
後
３
カ
月
以
内
▽
認
定
長

期
優
良
住
宅
の
新
築　

27
年
１

月
31
日
ま
で
▼
減
額
措
置
の
併

用　

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
と
省

エ
ネ
改
修
の
組
み
合
わ
せ
は
併

用
可
。
住
宅
耐
震
改
修
と
認
定

長
期
優
良
住
宅
の
新
築
と
の
併

用
は
不
可
▼
詳
細　

減
額
対
象

条
件
や
提
出
書
類
は
市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
。
詳
し
く
は

要
問
い
合
わ
せ
▼
問　

税
務
課

資
産
税
担
当
☎
70
・
５
６
２
６

建
物
取
り
壊
し
は
連
絡
を

　

26
年
１
月
２
日
〜
12
月
31
日

に
建
て
替
え
な
ど
で
建
物
の
取

り
壊
し
を
し
た
方
や
予
定
し
て

い
る
方
は
、
同
課
資
産
税
担
当

（
☎
70
・
５
６
２
６
）へ
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。

2626
年
度
介
護
保
険
料
の
納
付
方
法

年
度
介
護
保
険
料
の
納
付
方
法

　

介
護
保
険
制
度
は
、40
歳
以
上

の
方
が
納
め
る
保
険
料
と
公
費

で
介
護
を
支
え
る
仕
組
み
で
す
。

65
歳
以
上
の
方

　

介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書

を
６
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

所
得
段
階
ご
と
の
保
険
料
年
額

は
前
年
度
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。

①
年
金
か
ら
の
差
し
引
き
（
特

別
徴
収
）　

老
齢
・
退
職
・
障
害
・

遺
族
年
金
を
年
18
万
円
以
上
受

給
し
、
昨
年
度
に
介
護
保
険
料

を
年
金
か
ら
差
し
引
か
れ
た
方

は
、
今
年
２
月
と
同
額
が
４
・

６
・
８
月
に
年
金
か
ら
差
し
引

き
と
な
り
ま
す（
仮
徴
収
）。

　

６
月
に
決
定
す
る
今
年
度
の

年
間
保
険
料
か
ら
仮
徴
収
分
を

引
い
た
残
額
が
10
・
12
・
来
年

２
月
に
分
け
て
差
し
引
き
と
な

り
ま
す（
本
徴
収
）。

　

今
年
の
２
月
１
日
ま
で
に
65

歳
に
な
っ
た
方
や
転
入
し
た
方

な
ど
は
、
特
別
徴
収
の
開
始
が

４
・
６
・
８
月
の
い
ず
れ
か
に

な
り
ま
す
。

②
納
付
書
で
の
支
払
い
（
普
通

徴
収
）　

特
別
徴
収
の
対
象
で

な
い
方
に
は
納
付
書
（
６
月
〜

来
年
３
月
分
）
を
郵
送
し
ま
す

児
童
手
当
の
受
給
者
は
６
月
中
に

児
童
手
当
の
受
給
者
は
６
月
中
に

現
況
届
の
提
出
を

現
況
届
の
提
出
を

　

児
童
手
当
の
受
給
者
は
、

現
況
届
を
年
１
回
提
出
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
対
象
者

に
は
６
月
上
旬
に
届
出
用
紙

を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
必
要

書
類
を
添
付
し
て
、
６
月
30

日
ま
で
に
子
育
て
支
援
課
〒

２
５
２

－

１
１
９
２（
住
所

不
要
）へ
郵
送
し
て
く
だ
さ

い
。
提
出
が
な
い
と
、
６
月

分
以
降
の
手
当
（
10
月
支
給

分
）
が
受
け
取
れ
な
く
な
り

ま
す
。
手
当
の
支
給
額
は
、

児
童
の
年
齢
な
ど
に
よ
り
異

な
り
ま
す（
表
参
照
）。
所
得

制
限
が
あ
る
の
で
、
今
回
の

現
況
届
で
限
度
額
以
上
の
受

給
者
は
、
対
象
児
童
１
人
に

つ
き
一
律
１
カ
月
５
０
０
０

円
と
な
り
ま
す
。

【
必
要
書
類
】
①
市
国
民
健

康
保
険
以
外
の
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
受
給
者
は
、

そ
の
保
険
証
の
写
し
（
児
童

の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）

②
今
年
１
月
２
日
以
降
に
転

入
し
た
方
は
、
１
月
１
日
現

在
住
民
登
録
を
し
て
い
た
市

区
町
村
が
発
行
す
る
26
年
度

所
得
課
税
証
明
書
（
配
偶
者

が
受
給
者
の
税
法
上
の
控
除

対
象
配
偶
者
と
な
っ
て
い
な

い
場
合
は
配
偶
者
分
も
必
要

に
な
り
ま
す
）
③
対
象
児
童

と
別
居
し
て
い
る
受
給
者
な

ど
は
別
に
必
要
書
類
あ
り

個人市県民税の均等割引き上げ
　「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実
施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る
地方税の臨時特例に関する法律」が23年12月２日に公
布され（同日施行）、地方公共団体が実施する緊急防
災・減災事業に要する費用の財源を確保するために、
個人住民税（市・県民税）の均等割を引き上げることと
されました。
　市においても、今年度～35年度の各年分に限り、個
人市民税と個人県民税の均等割の標準税率の引き上
げを行います。
　問税務課市民税担当☎70・5611。

市民税
（均等割）

県民税
（均等割） 合　　計

現行（年額） 3000円 1300円 4300円

引き上げ分 500円 500円 1000円

改正後（年額） 3500円 1800円 5300円

（
詳
し
く
は
郵
送
し
た
書
類

参
照
）

　

問
同
課
☎
70
・
５
６
６
４
。

の
で
、
金
融
機
関
か
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
に
持
参
し
て
納

め
て
く
だ
さ
い
。
口
座
振
替
を

希
望
す
る
方
は
、
高
齢
介
護
課

か
市
内
金
融
機
関
に
あ
る
用
紙

に
記
入
・
押
印
の
上
、
金
融
機

関
窓
口
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

③
併
用
徴
収　

今
年
２
月
２
日

〜
４
月
１
日
に
65
歳
に
な
っ
た

方
や
転
入
し
た
方
な
ど
は
、
６

〜
９
月
が
普
通
徴
収
、
10
月
以

降
は
特
別
徴
収
に
な
り
ま
す
。

40
〜
64
歳
の
方

　

医
療
保
険
料
（
国
民
健
康
保

険
税
な
ど
）
と
一
緒
に
納
め
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
算
出

方
法
は
医
療
保
険
に
よ
っ
て
異

な
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
加

入
し
て
い
る
医
療
保
険
者
に
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

問
高
齢
介
護
課
☎
70
・
５
６

３
６
。

対象区分 所得制限限度額未満の受給者
０歳～３歳未満 １万5000円(一律）
３歳以上～
　小学校修了前

第１子・第２子は１万円、第３子以降は１万5000円。
児童福祉施設入所児童（里親委託含む）は１万円

中学生 １万円（一律）
※ 所得制限限度額以上の受給者は一律5000円（特例給付）になります
※受給者が養育している18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間に
ある子どもで、年齢の一番高い子どもから第１子と計算します
※受給者が施設設置者、里親の場合は所得制限は適用されません
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